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赤 十 字事 業 の推進 につ きま して は、 日頃 よ り格別 の ご協力 をい た だ き厚 くお 礼

申 し上 げます。

赤 十宇 の活動 は、皆様方 か らの会費 と寄附金 に よって運営 され てお り、その使命

は世界 中の人 々が人 間 らしく生 き、平和 で健や かな暮 らしを維持 す るこ とがで きる

よ う、国境 、宗教 、人種 を超 えて あ らゆ る努力 を尽 くす こ とです。

本年 も、協賛委員 や 自治会 関係 者 の皆様 方 には、赤十字活動 の趣 旨を一層 ご理解

いただ き、赤十字会員増強運動 に ご協力 くだ さいます よ うお願 いいた します。

令 和 4年 5月

日本赤十字社岐阜県支部大垣市地区

地区長 石  田  イニ
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令和4年度会員増強運動の岐阜県目標額 3億円
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赤 十 字 会 員 等 募 集 に つ い て お 願 い

① 運 動 の 趣 旨

日本赤十字社の行 う各種事業は、会員・協力会員か らいただいた浄財で運営 され

ています。

国の内外にわたる活動を円滑に、強力に推進 してい くために、赤十字を理解 して

いただいた うえで、一人でも多 くの方に 日本赤十字社の活動へのご支援をたまわ り

ますようお願い申し上げます。

② 赤十字の主な活動

(1)国 際 活 動

紛争や 自然災害時の救護活動及び難 民救済、災害対策や保健衛生事業へ の援助 、

開発協力

(2)救 護 活 動

災害発 生 時 に、医療救護 班 の派遣 、救護所 の設置 、救護物資 の配布 、義援金 の

受付

(3)医 療 事 業

赤 十字病 院 (岐 阜 、高 山)を 設置 し、一般診 療 と併せ 、災害 時 の救護 活動等 の

実施

(4)看 護師等養 成事 業

医療施設 をは じめ、国内外 の災害救護活動 で活躍 で き る看護 師な どの育成

(5)血  液 事  業

献血運動 の推進 と、その尊い血液 を県 内の病院や診療所へ供給

(6)救 急法等の講習

す べ て の人 々が平和 で安全 に生活 す るた め 「救急 法 」、「水 上安全 法 」、「健 康

生活支援講 習」、「幼児安全法」 の講習 を実施

(7)赤 十字活動 とボ ラ ンテ ィア (赤 十字奉仕 団等 )

「人道 ・博 愛 」 の精神 の も とに、赤 十字 事 業推進 の た め各 種 のボ ランテ ィア

活動 を実施

(8)青 少年赤十字活動

赤十字精神 を通 じて、一人ひ とりが世界 の平和 と人類 の福祉 に尽 くせ るよ うな

心 を育む活動 を学校 の場 を通 じて推進

※ 詳細 につ いて はパ ンフ レッ ト「日赤 ぎふ」 をご参照 くだ さい。



③ 運動のすすめ方

大垣 市では、各 自治会 を通 じて 日本赤十字社 へ の ご協力 をお願 い しています。

(1)以 前 か ら赤十字 の会費 をお支払いただい てい る方 には、継続 して納入 をお願 い

していただ き、新規 の方 には、会員・協力会員 になっていただ けるよ う各世帯 に

お願 い して くだ さい。

平成 29年度 か ら 日本赤十字社 の制度 が変 更 とな り、 目安 として年 500円 以上

ご協 力 い た だ け る方 を協 力 会 員 、年 2,000円 以 上 ご協 力 い た だ けて会員 登録

され た方 を会員 とす るこ ととなってお ります。

(2)会 費 の納入 は決 して強 制 で は あ りませ ん じ、納 入 が 困難 と思 われ る世 帯 に無 理

にお願いする必要もあ りません。しか し、赤十字活動の趣 旨をご理解いただける

場合には、「赤十宇会員・協力会員」として、活動資金へのご協力をよろしくお願

い します。

④ 運動資料等

(1)「 日赤 ぎふ」 (パ ンフ レッ ト)に つ いて

赤十学会員増強運動推進 のために各世帯 に配布 す る ものです。

(2)会 員証・協 力会 員証 について

本年 度 か ら新 た に毎年 会費 を納入 してい ただ くこ とにな った方 には、会 員

証・協 力会員証 を作成 して くだ さい。

※ 会 員 証 。協 力 会員 証 は、 日本 赤 十 字 社 岐阜 県支 部 大垣 市 地 区 (大 垣 市

役所社 会福祉 課 )に て管理 してお ります が、個 人 に よる管理 を希 望 され る

場合 にはお 申 し出 くだ さい。

(3)会 費の受領 口納入 について

会費 を受 け取 った際 には、希望 に応 じて所 定の受領 書 を発行 して くだ さい。

受領 した会費 は、会員証・協力会員証 とともに 日本赤十字社 岐阜県支部大垣 市

地 区 (大垣市役所社会福祉課 )、 臨時窓 口 (旧 支所 管 内)ま たは各地域事務所

にお渡 しくだ さい。

※ 領 収 書 を希 望 され る場 合 に は、 お 手数 です が 日本 赤 十 字社 岐阜 県支 部

大垣市地 区 (大 垣市役所社会福祉課 )ま でお 申 し出 くだ さい。

(4)会 費の 口座振 り込み につ いて

自治会 一括納付 され る場 合 (会員 証・ 協力会員 証 が 自治会名 とな ってい る

自治会 )は 、専用用紙 に よる 口座振 り込み が可能 です。

あ らた に一括納付 を ご希望 され る場合 には、日本赤十字社 岐阜 県支部大垣市

地 区 (大 垣 市役所社 会福祉課 )ま でお 申 し出 くだ さい。

日本赤十字社 コーボ レー トス ロー ガ ン

人間を救 うのは、人間だ。Our world.Your move.



⑤ 表彰と税制上の処遇
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一 時又 は累 計 額 で 200,000円 以 上 銀色有功章 を贈 る (楯 式 )

一時又 は累計額 で 500,000円 以上 金 色有功章 を贈 る (法 人の場合 は楯式 )

上記金額以上等 の表彰 について は、お問い合 わせ くだ さい。

税制上の優遇措置 (要 旨 )

i内祝や香典返しを・…

: 長寿 の よろ こびや 、

:全快祝い、金・銀婚式記

:念 、香典返 し等 を「日赤

:の 事業資金 」 として各

:方 面 か ら寄付 して頂 い

:て お ります。

: 20万 円以上の場 合は

:有功章 を贈 り表彰いた

: します。

■

区 分 寄付 の 内容
適 用

期 間
措置の内容

所 得 税 の控 除

(特定寄付金)

日本 赤十 宇社 の事業

全般 に対す るご寄付
通 年

寄付金 の金額 (但 し、上限は寄付

者 の年 間所得総額 の 40%ま で)か

ら 2,000円 を差 し引い た額 が寄

付 者 の年 間所得総 額 か ら控 除 さ

″じる

個 人住 民税 の

控 除 (個 人

住 民 税 に係 る

寄 付金 )

お寄せ い ただい た ご

寄付 で総務 大 臣の指

定 を受 けた事 業 に対

す る t)の

通 年

寄付 金 の 金額 (但 し、上 限 は寄付

者 の 年 間 所 得 総 額 の 30%)か ら

2,000円 を差 し引 い た 額 の 10%

が、寄付者 の住 民税 額 か ら控 除 さ

オLる

相 続 税 の非課

税 (相 続 税 に

係 る寄付金 )

相 続 又 は 遺 贈 に よ り

取 得 され た財 産 の うち

か らお 寄せ い た だ いた

日本 赤 十 字社 事 業 全 般

に対す る ご寄 付

通 年

寄付 した相続財産の価格 は、相続

人 が納 め るべ き相続 税 の課 税価

格 に算入 されない

法 人税 の控 除

(特 定 公 益

増 進 法 人 に対

す る寄付金 )

日本赤十 宇社 の事業

全般 に対す るご寄 付

(「 特定公益増進法人

に対す る寄 付金」 )

通 年

法 人の通 常有す る寄付 金 の損 金

算入限度額 と合わせ て、別枠 で算

出 した特 定 公益 増進 法 人 に対す

る寄 付金 の損金 算入 限度 額 が損

金 に算入 され る

法 人 税 の控 除

(指 定寄付金 )

日本 赤 十 宇 社 に お 寄

せ い た だ い た ビ寄 付

で 、 財 務 大 臣 の 指 定

を受 けた 事 業 に対 す

る もの

毎年

4月

9月

寄付金の全額 が、法人の寄付 金損

金算入限度額 にかかわ らず、損金

の額 に算入 され る

〒503-8601大垣市丸の内2丁 目29番地 大垣市役所社会福祉課内

日本赤十字社岐阜県支部大垣市地区 8<0584>47… 7256(直通)


